
鎌ケ谷市保育業務支援システム導入及び運用保守業務 

公募型プロポーザル実施要領  

 

 

1 適用 

 本実施要領は、鎌ケ谷市保育業務支援システム導入及び運用保守業務（以

下「本業務」という。）を行う事業者をプロポーザル方式により、公正かつ

公平な方法で選定するために、必要な事項を定めるものとする。応募者はこ

の実施要領の内容を踏まえ、企画提案書のほか関連書類を提出するものとす

る。 

 

2 業務の目的  

 本業務は、本市公立保育所への保育業務支援システムの導入により、公立

園利用者の利便性を向上させるとともに、職員の業務負担の軽減や単純作業

の省力化を図り、保育業務に専念できる環境を構築すること及び保育の質の

向上を図ることを目的とする。 

 

3 業務概要 

 業務概要は以下のとおりである。 

（1） 業務名  

鎌ケ谷市保育業務支援システム導入及び運用保守業務  

 

（2） 業務内容 

別紙「鎌ケ谷市保育業務支援システム導入及び運用保守業務仕様書」 

（以下「仕様書」という。）のとおり  

 

（3） 契約上限価格 

９，４２０，４００円（消費税及び地方消費税込）  

 

（4） 履行期間 

令和９年１月１日から令和１３年１２月３１日まで（60か月間） 

※令和９年１月１日から令和９年３月３１日までを仮運用期間とする（施

設の都合で変動する可能性がある） 

 

4 参加資格等  

 本プロポーザルへの参加は、次に掲げる条件を全て満たしている者とする。 

（1） 鎌ケ谷市競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。 



なお、鎌ケ谷市競争入札参加資格者名簿に登録のない場合には、公募申請

書類に加えて、市の指定する必要書類（６(２)④参照）を提出すること

で、当該要件を満たす者として取り扱うものとします。 

（2） 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号の規定のほか、次の各号に該

当しない者であること。 

① 参加申込書の提出期限から契約候補者の選定の日までの間に、手形交換所

による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は当該業務の実

施要領公開日前６か月以内に手形、小切手の不渡りを出した者 

② 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者で、同法に

基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていないもの 

③ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者で、同法に

基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないもの 

（3） 参加申込書の提出期限から契約候補者の選定までの間に、鎌ケ谷市入札契

約等に係る暴力団対策措置要綱に基づく措置要件該当者に該当していない

こと。 

（4） 本事業の趣旨を十分に理解したうえで本業務を実施できること。 

（5） ISO/IEC27001:2013(ISMS)または一般財団法人日本情報経済社会推進協会

が認証する「プライバシーマーク」の認証を受けていること。 

（6） 過去５か年度（令和３年度から令和７年度）において、公立保育所を運営

する地方公共団体において、１０団体以上への導入・運用実績を有するこ

と。なお、導入・運用実績は、保育所における保育業務を総合的に支援す

るシステムの実績とする。 

※留意事項 

上記(１)について、「ちば電子調達システム」への事業者登録が完了して

いないときは、下記書類（写し可）を提出すること。 

① 登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

② 印鑑証明書 

③ 納税証明書（国税） 

「法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（その３の３）」 

※未納がないことを証明するものに限る。 

④ 納税証明書（県税） 

「千葉県税の完納証明書（納税証明書その２）」 

※千葉県内に事業所を有する場合に限る。 

※未納がないことを証明するものに限る。 

⑤ 納税証明書（鎌ケ谷市税） 

「法人市民税納税証明書」 

※鎌ケ谷市内に事業所を有する場合に限る。 

※未納がないことを証明するものに限る。 

⑥ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書）の写し 

⑦ その他必要と認める書類 

 



5 スケジュール 

募集期間・質問期間 
令和８年６月１０日（水）～令和８年６月２２日

（月）午後５時 

質問回答 令和８年６月２６日（金）まで随時 

参加表明書提出期限 令和８年６月２６日（金）郵送の場合は必着 

参加資格要件確認結果

通知 
令和８年７月１日（水） 

提案書等提出期限 令和８年７月１５日（水）午後３時 

プレゼンテーション 令和８年７月２１日（火） 

審査結果通知（予定） 令和８年８月下旬 

※スケジュールについては、本市の都合により変更する場合がある。   

 

6 応募手続等  

（1） 質問書の提出及び回答 

本プロポーザルの内容について質疑がある場合は、次により質問書の提出

をすること。質疑内容及びその回答は、HP上にて公表するものとし、質

問への回答は、実施要領等の追加または修正とみなす。なお、質疑がない

場合は、質問書の提出は不要とする。 

① 提出期限  令和８年６月２２日（月）午後５時  

② 提出先   鎌ケ谷市幼児保育課 

③ 提出方法  質問書（別紙１）により、電子メールにて提出すること。 

なお、送信後は確認のため、担当部局まで電話連絡をす

ること。 

④ 質問の回答 令和８年６月２６日（金）まで随時 

 

（2） 参加に必要な書類の提出  

① 提出期限  令和８年６月２６日（金）※必着 

② 提出先   鎌ケ谷市幼児保育課 

③ 提出方法  持参又は郵送（簡易書留）により提出すること。 

持参する場合は、土曜日、日曜日、祝日を除く各日午前 

８時３０分から正午、午後１時から午後５時までとする。 

なお、封筒の表には、本業務のプロポーザルに係る書類

が入っていることが分かるように記載すること。 

 

 



④ 提出書類 

ア 参加表明書（様式１） 

イ 会社概要書（様式２）及び会社パンフレット １部 

※ISO/IEC27001：2013（ISMS）または一般財団法人日本情報経済社会

推進協会が認証するプライバシーマークの

登録書などその内容が分かるものの写しを添付すること。 

ウ その他確認書類 

本市の「令和８・９年度鎌ケ谷市競争入札参加資格者名簿」に登録

がない者については、以下のとおり提出すること。 

【入札参加資格者名簿に登録していない者が参加する場合の提出書類（※写し可）】 

≪法人の場合≫ 

①登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

②印鑑証明書 

③納税証明書（国税） 

「法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（その３の３）」 

※未納がないことを証明するものに限る 

④納税証明書（県税） 

「千葉県税の完納証明書（納税証明書その２）」 

※千葉県内に事業所を有する場合に限る 

※未納がないことを証明するものに限る 

⑤納税証明書（鎌ケ谷市税） 

「法人市民税納税証明書」 

※鎌ケ谷市内に事業所を有する場合に限る 

※未納がないことを証明するものに限る 

⑥財務諸表（貸借対照表及び損益計算書）の写し 

⑦その他必要と認める書類 

 

≪支配人登記している個人の場合≫ 

①登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

②印鑑証明書 

③納税証明書（国税） 

「所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（その３の２）」 

※未納がないことを証明するものに限る 

④納税証明書（県税） 

「千葉県税の完納証明書（納税証明書その２）」 

※千葉県内に事業所を有する場合に限る 

※未納がないことを証明するものに限る 

⑤納税証明書（鎌ケ谷市税） 

「市県民税納税証明書」 

※鎌ケ谷市内に事業所を有する場合に限る 

※未納がないことを証明するものに限る 

⑥財務諸表（貸借対照表及び損益計算書）の写し 

⑦その他必要と認める書類 

 



※本プロポーザルへの参加は、これら資料の提出をもって参加表明があったものと

みなす。なお、参加表明後に参加を辞退する場合は、参加辞退届出書（様式任意、

辞退理由必須）を 6.（2）の提出先まで電子メールにて提出すること。 

 

（3） 企画提案書等の提出 

① 提出期限  令和８年７月１５日（水）午後３時  

② 提出先   鎌ケ谷市幼児保育課 

③ 提出方法  持参又は郵送（簡易書留）により提出すること。 

持参する場合は、土曜日、日曜日、祝日を除く各日午前 

８時３０分から正午、午後１時から午後５時までとする。 

なお、封筒の表には、企画提案書等が入っていることが

分かるように記載すること。 

④ 提出書類  下記の書類を各７部（正本１部、副本６部）提出すること。 

ア 企画提案書（様式任意） 

イ モデル仕様書（機能要件対応表）（様式３） 

各要件への対応状況を記入の上、提出すること。 

また、モデル仕様書（機能要件対応表）のみ企画提案書等とは別

に入力した電子データを１２.の提出先まで電子メールにて提出する

こと。 

ウ 見積書（様式任意） 

・令和８年度に発生する費用の合計を記載し、システム導入業務に

係る費用（研修、帳票、初期設定等）、システム運用保守業務に係

る費用及びその他諸経費の内訳を明記すること。 

・令和８年度以降のシステム運用保守業務に係る費用の月額（税込

価格）を記載すること。 

  ※モデル仕様書（機能要件対応表）には各要件への対応状況を記入の

上、提出すること。 

 

（4） 企画提案書（任意様式）作成にあたっての留意点 

① A4 版横（必要に応じて A3 版横でも差支えないが、A4 版サイズに折り

込むこと） 

② 60ページ以内（表紙、中表紙及び目次は含まない）  

③ モデル仕様書（機能要件対応表）（様式３）に記載の内容に従い、提案

内容を記載すること。  

④ 専門的な知識を持たない者でも理解できるよう、分かりやすい表現とす

ること。 

 

7 提出書類の取扱い  

（1） 提出期限終了後は鎌ケ谷市の同意なく、提出書類に記載された内容を変

更することは認めない。 



（2） 提出書類は返却しない。  

（3） 提出書類は、最優秀者の特定を行う作業に必要な範囲で複製を作成する

ことがある。  

（4） 提出書類（上記（6.（4）の複製を含む。）は、このプロポーザルの目的

以外に使用しない。  

（5） 提案者が提供した従業員等の個人情報は、このプロポーザルの実施に必

要な連絡のみに用いることとし、他の用途には用いない。  

（6） 提出書類の内容について、別途確認することがある。  

 

8  審査の方法  

（1） 審査委員会の設置  

鎌ケ谷市プロポーザル方式実施要綱に基づき、鎌ケ谷市保育業務支援シス

テム導入及び運用保守業務公募型プロポーザル審査委員会（以下「審査委員

会」という。）を設置し、審査を行う。 

 

（2） 審査方法 

審査委員会で定めた評価基準に基づき、企画提案書等の内容及びヒアリン

グから総合的に審査し、最優秀者１者を特定する。なお、評価項目や評価視

点は、別紙２「鎌ケ谷市保育業務支援システム導入及び運用保守業務委託事

業者選定における評価基準表」のとおりとする。 

 

（3） ヒアリング 

企画提案書を提出した者に対し、以下のとおりヒアリングを行う。  

① 実施日 令和８年７月２１日（火）  

② 出席者 3名以内  

③ 時 間 60分程度 

・事前準備：5分程度 

・プレゼンテーション（デモンストレーション含む）：45 分 

・質疑応答：10 分 

④ 内 容 

ア 企画提案書の内容説明、システムのデモンストレーション及び質

疑応答 

イ デモンストレーションでは、以下の内容を実施すること 

a システム概要(画面構成など)の説明 

b 各機能の説明 

・保護者との連絡機能（お知らせ配信、欠席遅刻連絡等） 

・登降園管理機能 

・保育ドキュメンテーション（保育記録）  



※それぞれの端末で、利用可能な機能が異なる場合や画面の構成・操作

方法が異なる場合は、画面を用いてそれらの詳細を必ず説明すること。

（アプリ版とブラウザ版の両方でシステムを提供しており、上記に当て

はまる場合も詳細を必ず説明をすること。） 

（4） その他 

ヒアリングは非公開とし、会場、時間等は別途連絡する。 

 

9 審査結果の通知   

 審査完了後、評価項目ごとの点数及び合計点を後日、提案者全員に文書で

通知する。また、鎌ケ谷市ホームページで結果を公表する。なお、評価値を

算出するための計算式は公開しないものとし、結果に対する異議は一切受け

付けない。 

 

10 担当部署との協議 

 最優秀者として特定された者は、契約締結に向けて仕様書等の詳細につい

て担当部署と協議を行う。仕様書等の詳細は、候補者がこのプロポーザルで

提案した内容が基本となるものの、鎌ケ谷市と候補者との協議により最終決

定するため、契約額は、見積書で提案された金額の範囲内で改めて決定す

る。 

なお、最優秀者として特定された者との協議が不調のときは、審査により

順位づけられた上位の者から順に、契約締結に向けた交渉を行う。  

 

11 その他   

（1） 本プロポーザルに参加する者は、実施要領等を熟読し、それらを遵守

すること。 

（2） 本プロポーザルに参加する者は、実施要領等の内容及び決定内容につ

いて、不明又は錯誤等を理由に異議を申し出ることはできない。 

（3） 提案に要する費用は、全て提案者の負担とする。 

（4） 当該業務を委託する相手方の決定については、特定された最優秀者を

対象として、事業内容、仕様書等の契約内容を本市と協議した上で決

定するため、最優秀者の特定をもって提案者の企画提案の内容全てを

了承するものではなく、また、当該業務を委託する相手方を決定する

ものではない。 

（5） 提出書類に虚偽の記載をしたと本市が判断した場合には、企画提案書

等を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して、本市の規

定により、資格停止措置を行うことがある。 

（6） 次の事項のいずれかに該当する場合には失格となる。なお、失格とな

った場合は、別途通知するものとする。 



① 参加資格等、提出書類等の提出方法、提出先及び提出期限に適合しな

い場合 

② 本プロポーザルを公表した日以後、審査委員会委員と当該事業に関す

る接触を求めた場合  

③ 見積書の金額が、予定価格を超えた場合 

 

 

 

12 問合せ先及び提出先   

〒２７３-０１９５ 

千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目６番１号 

鎌ケ谷市健康福祉部幼児保育課施設整備係 

ＴＥＬ:０４７－４４５－１３６６（直通） 

メール：sisetuseibi@city.kamagaya.chiba.jp 


